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■ パ ス ト 会 長 報 告    森下 敏顯君 

皆さん、こんにちは、

本日は鈴木会長の

代理を務めさせて

いただきます。 

よろしくお願いし

ます。 

先日の週末は藤枝

大祭でした。その直前の例会で村松先生からの

藤枝大祭の解説があり、かみさんと土曜日六時

頃より、一時間半程、栄町のまるせいの辺りで、

千歳、原、小坂、上伝馬の屋台の長唄、演奏、

踊り、曳き回しを見学しました。村松先生の解説

の通り、プロの皆さんの長唄、演奏はそれぞれ

みごとなものでした。そして、氏子連の皆さん

のはっぴ姿は皆さん、老若男女とわず、板に付

いていてかっこよかったです。 

だから、今まで見に行かない理由がそこにあり

ます。実はうらやましいからです。 

親の実家が遠州森町天ノ宮、小高い天ノ宮神社

のすぐ下です。有名なけんか祭り。就職は浜松

市野口町、町の中心近くで、かみさんの実家は

浜松市元目町でお城のすぐ横でした。浜松祭り

のまんまん中です。小さい頃から必ずお祭りに

は行きましたが、どうしてもお客さんで本人坊

の活躍はできません。実に従兄弟達がうらやま

しかった。だから、悔しいからわざと藤枝大祭

りは今まで見にいきませんでした。が、行って

みるとやっぱり、すばらしいお祭りでした。 

実にうらやましい。 

今度の日曜日は家の弥左衛門の秋祭りで屋台が

でます。2年目の祭典委員長ですが、この屋台は

21年前に栄区の屋台を譲り受け、当社の工場で

車のシャーシーに載せ替え 現在も子供達の

曳き回しに使っています。 

その 2，3 年前には子供神輿を高洲と大洲に

3台、社員の大工さんと 2，3ヶ月かけて作り、

奉納、今でも秋祭りに子供達が引き回して事務所

の廻りを練ってくれます。 

ささやかに地元のお祭りにかかわりあっていま

すが、あの藤枝大祭りの交渉役などをやったら、

どんなに気合入って楽しいか想像できませんね。

良い週末でした。 

ありがとうございました。 

 

■ 幹 事 報 告          島村 武慶君 

・第 2620 地区より 

経済と地域社会の発展月間 リソースの 

ご案内が届いております。 

 

■ 出 席 報 告         土屋 富士子君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

26／42 61.90％ 32／42 76.19％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○大杉君 ○大塚高君 ○落合君 ○櫻井君 

○鈴木舜君 ○玉木君 ○仲田晃君 ○仲田廣君 

○間野君 池谷君 江﨑友君 江﨑晴君 大長君 

松葉隆君 村松英君 

 (２)メークアップ者  

大石 英典君（榛南） 

 

■ スマイル B O X        土屋 富士子君 

・78 才の誕生日に孫からお祝いのメッセージを 

頂きました。幸せです。    松葉 義之君 
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・おかげ様で丸 9 年でペースメーカーの電池を 

交換してもらいます。      栗原 毅君 

・女房のバースデーありがとうございます。仲良く 

頑張ります。         大塚 博已君 

・この度もお祝いを頂きありがとうございます。 

結婚して 29 年目だと思います。妻は１歳年上 

ですが、今では 10 歳以上の年上状態です。 

それも楽ですネ。       松田 真彦君 

スマイル累計額  ４７，０００円 

■ 会 員 卓 話                  

 

 

テーブルメイトＢ 

 竹田 勲君 

 

 

 

規程審議会決定報告書について 

 

１） 例会の回数について 

メイクキャップは、地区大会など大きな開催に

出席した場合には、複数ポイントをつけても

良いのでは？ 

ただ、名前を書くだけのメイクキャップに意義

性があるのか？ 

毎週実施の例会を減らすのは良いが毎週の良さ

も捨てがたい。 

若い人の負担は無いか？ 

毎週の例会がライフワークになっている。 

少なくなると、余計にプレッシャーが強くなる。 

毎週決まった日時がわかっているのに、出席

できないのは経営者として失格。 

会費は知らずうちに人に貢献していると思え。 

 

２） 出席について 

欠席とは仕事の都合。それはロータリー趣旨の

職業奉仕にあたる事。 

メイクキャップのポイント制導入したい。 

 

３） 入会金について 

入会するに必要コストは掛かるもの。 

会社負担なのであまり気にならない。 

 

４） 公共イメージ委員会について 

会員増強と兼ねても良いのでは？ 

年寄りの戯言（竹田盛衰記） 

 

 昭和６３年４月８日、大相撲藤枝場所 市民

体育館を会場に開催される。当時は力士の民泊

があり、私宅には、横綱 北勝海 が宿泊する。 

 

 

 

 

 

 

 平成１９年５月３１日 会社解散 

  会社清算の順序 

・ 解散月日を決め、解散登記をする 

 その日以後は営業活動を停止する 

 （登記料３～４万円位） 

・ 解散日現在で決算し、確定申告をし、当日

までの、法人税、消費税を納付する。 

（2ヶ月以内） 申告費用は通常決算をもと

に月数／12 

・ 解散時の資産、負債をもとに、回収・処分

支払等をし、残余金を確定する。 

・ 残余金が確定したら、これを株主に分配し、

清算が終了したら、 

 清算決了の登記    費用約３万円 

 清算決了申告書の提出 費用約１０万円 

をして、会社清算が完了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／土屋富君） 


